
 

① お住まいの地域の福祉事務所または区市町村の 
高齢者窓口相談 
（例：三鷹市の場合は三鷹市役所 高齢者支援課） 
入所申請手続き 

 

 
② 必要な事項について調査の上、各地域の入所判定委員会 

の審査により、入所の可否が決定 

 

 
③ 各福祉事務所または区市町村より入所依頼を受け 

施設での面談 

 

 
④ 入所決定 

 
 

 

養護老人ホームは行政による措置施設であり、入所の申し込み

は施設ではなく、お住まいの地域の福祉事務所または区市町村

で行います。 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用はご利用者および扶養義務者の収入状況に応じて、 
国の定める費用徴収基準額に基づいて負担していただき、
申し込みをされた福祉事務所に納付します。 

入所のしくみ 


